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介護サービス情報の公表制度の主旨

【介護サービス情報の公表の制度とは】

・ 基本的に全ての介護サービス事業所が、利用者の選択に資する情報を自ら公表し、標準
化された項目についての情報を第三者が客観的に調査・確認し、定期的に公表される仕組み

※ 事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。

※ 情報について、公平に、いつでも、誰でも閲覧可能とするため、インターネットでの情報開示を基本と
する。

・ 利用者が介護サービス事業所を比較検討・選択することを支援

・ 事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援

【介護サービス情報の公表の制度とは】

・ 基本的に全ての介護サービス事業所が、利用者の選択に資する情報を自ら公表し、標準
化された項目についての情報を第三者が客観的に調査・確認し、定期的に公表される仕組み

※ 事業所の評価、格付け、画一化を目的としない。

※ 情報について、公平に、いつでも、誰でも閲覧可能とするため、インターネットでの情報開示を基本と
する。

・ 利用者が介護サービス事業所を比較検討・選択することを支援

・ 事業者の努力が適切に評価され選択されることを支援

・ 利用者が介護サービス事業所に関する情報を入手し、活用することで、主体的に適切な介
護サービス事業所を選択することができる。

・ 利用者の選択が適切に機能することで、介護サービス事業所においてはサービス改善への
取組が促進され、サービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向
上が期待される。

・ 利用者が介護サービス事業所に関する情報を入手し、活用することで、主体的に適切な介
護サービス事業所を選択することができる。

・ 利用者の選択が適切に機能することで、介護サービス事業所においてはサービス改善への
取組が促進され、サービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向
上が期待される。

他の社会保障制度における情報提供制度の例② （介護）
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介護サービス情報の公表制度の仕組み

介護サービス事業所・施設介護サービス事業所・施設

《介護サービス情報》
要介護者等が適切かつ円滑に介護サービスを選ぶための情報

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○インターネットの活用等

都道府県知事 又は 指定情報公表センター
（都道府県知事が指定）

《介護サービス情報を公表≫
○インターネットの活用等

そのまま公表

《基本情報》
○基本的な事実情報

（例）連絡先、主な利用交通手段、事業所の職員の体

制、サービス提供時間、機能訓練室等の設備、利用
料金、苦情対応窓口等の状況 等

利用者（高齢者）
公表情報等を参考として、事業所・施設を選択

利用者（高齢者）
公表情報等を参考として、事業所・施設を選択

《調査情報》
○客観的調査が必要な情報

（例）介護サービスに関するマニュアルの有無、
身体拘束を廃止する取組の有無、個人情報保
護に関する取組の有無 等

閲覧

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

都道府県知事 又は 指定調査機関
（都道府県知事が指定）

○ 中立性・公平性の確保
○ 調査の均質性の確保

調査後公表
（年１回程度）

報告
（年１回程度）

報告
（年１回程度）
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介護サービス情報の公表事項① 【報告事項】

一 事業所又は施設（以下この表において「事業所等」という。）を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局（以下この
号において「法人等」という。）に関する事項
イ 法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 法人等の代表者の氏名及び職名
ハ 法人等の設立年月日
ニ 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

二 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
イ 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 介護保険事業所番号
ハ 事業所等の管理者の氏名及び職名
ニ 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日又は指定若しくは許可を受けた年月日（指定又は許可の更新を受けた場合
にはその直近の年月日）

ホ 事業所等までの主な利用交通手段
へ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

三 事業所等において介護サービスに従事する従事者（以下この号において「従業者」という。）に関する事項
イ 職種別の従業者の数
ロ 従業者の勤務形態、労働時間、従業者一人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
ハ 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
ニ 従業者の健康診断の実施状況
ホ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

四 介護サービスの内容に関する事項
イ 事業所等の運営に関する方針
ロ 当該報告に係る介護サービスの内容等
ハ 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
ニ 利用者等（利用者又はその家族をいう。以下同じ。）、入所者等（入所者又はその家族をいう。以下同じ。）又は入院患者等（入院
患者又はその家族をいう。以下同じ。）からの苦情に対応する窓口等の状況

ホ 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
ヘ 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
ト 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
チ その他介護サービスの種類に応じて必要な事項

五 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
六 その他都道府県知事が必要と認める事項
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介護サービス情報の公表事項② 【調査事項】（抄）

第一 介護サービスの内容に関する事項

一 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院

患者等の権利擁護等のために講じている措置

イ 共通事項（（３）については福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を、（４）に

ついては居宅介護支援を除く。）

（１） 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の

同意の取得の状況

（２） 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況

（３） 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意

の取得の状況

（４） 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況

ロ～ニ （略）

二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置

イ 共通事項

（１） 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況

（２） 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況

ロ～ワ （略）

三 相談、苦情等の対応のために講じている措置

共通事項

相談、苦情等の対応のための取組の状況

四 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置

イ 共通事項（福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。）

（１） 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況

（２） 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況

ロ （略）
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五 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
イ 共通事項
（（１）については訪問介護（中略）に限る。）
（１） 介護支援専門員等との連携の状況
（２） 主治の医師等との連携の状況
（３） 地域包括支援センターとの連携の状況
ロ～ヌ （略）

第二 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
一 適切な事業運営の確保のために講じている措置

共通事項
（１） 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
（２） 計画的な事業運営のための取組の状況
（３） 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
（４） 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況

二 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項（（３）については、訪問介護（中略）に限る。）
（１） 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
（２） 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
（３） 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況

三 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況

四 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項

（１） 個人情報の保護の確保のための取組の状況
（２） 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況

五 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
共通事項

（１） 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
（２） 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
（３） 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

第三 都道府県知事が必要と認めた事項
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社会福祉事業の評価に関する枠組み

○ 社会福祉事業については、社会福祉法により、サービスの質の評価を行うこと等により、良質かつ適切なサー

ビスを提供する努力義務が課せられている。

◎ 社会福祉法(昭和２６年法律第４５号 ）（抄）

（福祉サービスの質の向上のための措置等）

第七十八条 社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービス

を受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

２ 国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施

に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
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保育所の自己評価に関する枠組み

○ 保育所については、保育所保育指針により、保育の質の向上を図るため、保育所の保育内容等について自

己評価を行い、その結果を公表する努力義務が課せられている。

◎ 保育所保育指針（平成２０年厚生労働省告示第１４１号）（抄）

第四章 保育の計画及び評価

２．保育の内容の自己評価

(2) 保育所の自己評価

ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら

評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。

（ア） 地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結

果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。

（イ） 児童福祉施設最低基準第３６条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。
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「福祉サービス第三者評価事業」の概要

１．福祉サービス第三者評価事業の趣旨・目的
○ 意義
事業者の提供するサービスの質を当事者以外の公正・中立な第三者評価機関が専門的かつ客観的な
立場から評価する事業。

○ 目的
個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること。また、

福祉サービス第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス
選択に資するための情報となること。

２．福祉サービス第三者評価事業の推進方策
○ 指針の策定

福祉サービス第三者評価事業の普及・促進を図るため「福祉サービス第三者評価事業に関する
指針」を発出。 （平成１６年５月７日）
さらにガイドラインを元に、サービス分野別のガイドラインを検討し、順次通知として発出。

○ 推進体制
【全国の推進組織】

全国社会福祉協議会が、評価事業普及協議会・評価基準等委員会を設置し、福祉サービス第三者
評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行う。

【都道府県の推進組織】

都道府県推進組織が、第三者評価機関認証委員会･第三者評価基準等委員会を設置し、第三者評価
機関の認証、第三者評価基準の策定、第三者評価基準結果の公表等を行う。


